
学力向上推進計画 

 

１ 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 方針 

（１） ｢沖縄県学力向上推進５カ年プラン・プロジェクトⅡ」、島尻教育推進の基本方針、南城市学力向上推進 

計画を踏まえて計画する。 

（２） 児童の実態を把握し課題解決に向け，具体的な計画を立て実践し評価を行うマネジメントサイクルの確 

立を図り推進する。 

（３） 基礎・基本の内容を定着させるための学習指導を工夫改善し，基礎学力の向上に努める。 

（４） 全国学力学習状況調査や県学力定着状況調査（学びのたしかめ），県到達度調査で県平均以上を目指 

す。 

（５） 家庭、地域との連携を図りながら授業と連動した家庭学習の取り組みや基本的な生活習慣の確立を図る。 

 

 

 

 

＜沖縄県＞ 

｢社会に開かれた教育課程｣の実現による、豊かな創造性を備えた持続可能な社会の創り手 

となる幼児児童生徒の育成 

＜島尻教育事務所＞ 

自ら学ぶ意欲をもち、心豊かでたくましい幼児児童生徒の育成 

＜南城市＞ 

知・徳・体の調和のとれた幼児・児童・生徒の育成 

～「確かな学力」を持ち、主体的に他者と協働して夢や希望を持って生きる子～ 

＜船越小学校＞ 

目的意識を持ち、様々な人と共働し、課題解決ができる児童の育成 



・支部子供会の充実 

・青少年育成 

分析・考察・評価【各学年・プロジェクト部会・職員会議・学校運営評議員会】 

修正・次年度計画へ反映 

・あいさつ運動（朝の交通安全指導）の協力 

・基本的生活習慣の形成・家庭学習の定着 

・各種アンケート等の協力 

各学年・学級の実践 

３ 学力向上計画の全体構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学力向上推進５カ年プラン・プロジェクトⅡ」         令和２年度～令和６年度 

年度～平成 31年度） 
【目標】 

幼児児童生徒一人一人に「生きる力」の基礎となる｢新

しい時代をつくるために必要とされる資質・能力｣を育

む。 

 

 

 

【取組の重点】 学びの質を高める「授業改善」 

(1) 自己肯定感の高まり 

(2) 学び・育ちの実感 

(3) 組織的な関わり 

 ＜島尻教育事務所＞島尻教育推進の基本方針（令和２年度） 

 
【目標】 

自ら学ぶ意欲をもち、心豊かで 

たくましい幼児児童生徒の育成を 

図る。 

 

 

【豊かな教育活動の展開】 

○確かな学力の向上 

①「沖縄県学力向上推進５カ年プラン・プロジェクトⅡ」に基づく授業改善の推進 

②学力向上マネジメントの推進 

○豊かな心の育成 

○健やかな体の育成 

 

 
＜船越小学校＞ 

 

 

【重点目標】 

目的意識を持ち、様々な人と協働

し、課題解決ができる児童の育成

を図る。 

 

 

 

 

 

 

【めざす子どもの姿】・いきいきと学び、しっかり考え、もくもく努力する子ども 

○学習規律が身につき、いきいきと学ぶ子（知識及び技能） 

○自分の考えを持ち、積極的に挙手し、発表ができる子 

（思考力・判断力・表現力等） 

○自分の目標に向かって、努力する子（学びに向かう力・人間性などの涵養） 

 
＜南城市＞ 

 

 

【目標】 

幼児児童生徒一人一人の「確かな学力」

を向上させ、「生きる力」の育成を図る。 

 

 

 

 

 

【取組の重点】 

柱１：キャリア教育の視点を踏まえた「確かな学力」の向上の推進 

○地域教育資源や本物にふれる活動を通して学ぶ意義や働く意義を実感

させる。 

○職場見学を教科の内容と繋ぐことで取組の充実を図る。 

○目的意識を高める事前指導と事後指導を工夫する。 

柱２：「授業改善」に重点をおいた「確かな学力」の向上の推進 

   ○幼小中が連携し、系統的・継続的な授業改善の推進 

   ○「授業改善６つの方策」の共通実践 

地域 学校 家庭 



４ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 具体的取組 

 視点１ 

自己肯定感を高める 

視点２ 

学び・育ちの実感 

視点３ 

組織的な関わり 

 

自校の課題 

学級における支持的風

土の醸成と学習環境（学習

規律・言語環境）の充実を

図る 

授業における「振り返り」

の習慣化を図る。 

同僚性、協働性を高め、組

織マネジメント機能を高め

る。 

方策 1 

日常化する 

【質的授業改善】 

○児童一人一人が活躍できる場面を設定し、全員が参加できる授業づくりの工夫をする 

（スポーツ推進校の実践） 

○めざす授業像を共有し、質的授業改善の取組を日常化する 

方策２ 

そろえる 

【組織的共通実践】 

○各種調査結果の分析を基に実態認識・課題認識をそろえる 

○ふなっ子スタンダード（学習規律）・ふなっ子５ルール・ふなっ子「５つのきく」を基に学校 

全体で統一した指導の徹底 

○学校全体で統一した構造的な板書と児童のノート指導の徹底 

方策３ 

支える 

【発達の支援】 

○支持的風土を醸成し、学びに向かう集団づくりをすすめる学級経営の充実 

○生徒指導合同部会→ケース会議→教育相談会の組織化を図り、確かな児童生徒理解に 

努める（全体共有） 

方策４ 

見通す 

【学校組織マネジメント】 

○授業改善・学校改善に向けた県指定校体育・スポーツ推進校の実践 

○「学びの質を高める授業改善・学校改善」年間サイクルの確立 

方策５ 

つなぐ 

【学校連携・地域連携】 

○キャリアパスポートの活用を通して、教師が対話的に関わり、児童一人一人の目標修正な

どの改善を支援し、個性を伸ばす指導へつなげる 

○学校教育目標やめざす子どもの姿（資質・能力）などを学校、保護者、地域間で共有

（CSの推進）しながら相互に支え合う互恵関係の構築 

プロジェクト部会 

学び 健康・安全 心 ドリーム 

学推主任 

研究主任 

保健主事 

体育主任 

安全主任 

給食主任 

生徒指導主任 

教育相談担当 

道徳教育担当 

人権教育担当 

キャリア教育担当 

地域連携担当 

【低学年部】 

第１学年 

第２学年 

【中学年部】 

第３学年 

第４学年 

【高学年部】 

第５学年 

第６学年 

教 育 実 践 

校 長 

教 頭 

【教育機関】 

島尻教育事務所 

南城市教育委員会 

県立総合教育ｾﾝﾀｰ 

島尻教育研究所 職員会議 



６ ふなっ子スタンダード         ７ ふなっ子「５つのきく」  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ ふなっ子５ルール            ９ 開かれた学校づくり 

                                         ○学校公開と説明責任(成果等の公表) 

                                          ・授業参観と学校行事への参加 

                                          ・学校運営評議員会(年２回) 

・教育委員会の学校訪問（年２回） 

・学校だよりの発行 

  ・ホームページの公開 

 

 

ふなっ子「５つのきく」 

目    話す人の目を見て 
5 

耳    話す人に耳を傾け 
5 

体     話す人の方へ 

姿勢を整え 

頭     話の内容を正確に 

聴き取り 

心     話の内容を理解する 


